
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

有

■主な就職先、業界等 （令和5年度卒業生）

資格・検定名 種別 受験者数 合格者数

幼稚園教諭二種免許
状

①
42人 42人

： 人 保育士資格 ① 42人 42人
： 人
：
： 0
： ％

■卒業者に占める就職者の割合

％

0 人
2 人

10 名 9 ％
令和5年4月1日時点において、在学者 106 名（平成4年4月1日入学者を含む）
令和6年3月31日時点において、在学者 96 名（平成5年3月31日卒業者を含む）

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
http://kyofuku-ac.jp/

■中退防止・中退者支援のための取組
クラス担任を中心に、その他の職員間での情報共有化によって、個々の学生の状況を確実に把握し、更なる支援に努めてている。

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　有
※有の場合、制度内容を記入
  1.奨学生制度（本校独自の制度で入学後、成績結果等により支給）
　2.特待生制度（本校独自の制度で入学試験で選考）

■専門実践教育訓練給付：　　　　　非給付対象
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　無
※有の場合、例えば以下について任意記載
（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■中途退学の主な理由

進路変更、経済的事情、その他

就職等の
状況※２

■就職指導内容
教育・保育等に関する情報提供と採用試験に係る手続きや受験な
どの相談と支援

42
38

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

（令和5年度卒業者に関する令和6年5月1日時点の情報）

・進学者数：
・企業：

■卒業者数
■就職希望者数
■就職者数

■就職率

■国家資格・検定/その他・民間検定等
幼稚園、保育所、児童福祉施設 （令和5年度卒業者に関する令和6年5月1日時点の情報）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれ
かに該当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの
③その他（民間検定等）

： 90
■その他

38 人

100

長期休み

■学年始：4月1日
■夏　 季：8月11日～9月20日
■冬　 季：12月25日～1月5日
■学年末：3月1日～3月31日

卒業・進級
条件

学則に規定する所定の単位を修得し、学費を全納した者

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類

■個別相談・指導等の対応 各行事の実行委員会
学校生活並びに経済的支援に関する相談など

■サークル活動： 無

学期制度
■前期：4月1日～9月30日
■後期：10月1日～3月31日
■

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
成績評価は、前期・後期の定期試験並びに平素の学習状況等を
総合して、秀・優・良・可・不可の5段階で評価する。

150人 84人 0人 16人 39人 55人

0単位 1単位
単位時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の 専任教員数 兼任教員数 総教員数

昼間
98単位 38単位 48単位 11単位

2年

認定年月日 平成27年2月25日

修業年限
全課程の修了に
必要な総授業時
数又は総単位数

講義 演習 実習 実験 実技

教育・社会福祉 教育福祉専門課程 教育保育科第一部
平成6年文部科学省

告示第84号

学科の目的
教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則並びに、児童福祉法及び社会福祉法の規定に基づき「幼稚園教員」と「保育士」並びに社会福祉主事を育
成するため、教員養成機関指定基準及び指定保育士養成施設基準並びに社会福祉主養成機関等指定規則に基づく養成機関として、専門知識と技能を
修得し資質の優れた専門職を養成することを目的とする。

06-6741-3331
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人
大阪聖徳学園

昭和27年9月26日 三上　教道
〒544-0022
大阪府大阪市生野区舎利寺3-11-24

（電話）

大阪教育福祉専門学校 昭和51年4月1日 三上　教道
〒544-0023
大阪府大阪市生野区林寺2-21-13

（電話） 06-6719-0001

（別紙様式４）

令和6年6月1日

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

http://kyofuku-ac.jp/
http://kyofuku-ac.jp/
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http://kyofuku-ac.jp/
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（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映
した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意し、
それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留年」
「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進
学状況等について記載します。

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。



種別

①

②

③

③

③

③

③

③

③

③

③

（年間の開催数及び開催時期）

西林　幸三郎 学校関係者
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

令和6年5月1日現在
名　前 所　　　属 任期

竹本　　　榮
大阪私立保育園連盟副会長　なみはや福祉会理
事長

令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

（開催日時（実績））
第１回　令和5年9月7日　16：30～17：45
第２回　令和6年1月25日　16：30～17：45

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
教職免許法及び施行規則の改正に伴い、平成31年4月より教職課程が新課程に移行した。
新課程では、中教審答申を受けて、教員としての資質の向上、並びに全ての教員養成機関の教職課程で共通的に修得すべき資質
能力を示した教職課程コアカリキュラムが定められ、再課程申請を行い承認された。また保育士養成においても指定基準の一部改正
により、厚労省に申請し受理されたことの報告と、新教育課程における取組みの内容などについて、「質の高い保育者の育成」の在り
方など教育・保育現場の先生方と意見交換をした。

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を
行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方針

教育課程の編成については、授業概要（シラバス）の点検及び実習に係る内容を含めて当委員会において点検検討する。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

教育課程編成委員会は、編成過程（授業内レポート（シラバス）及び学習評価や実習等）において、問題点や改善点についての意見
を出して検討の上、提案された意見を基に各委員会にて再度検討の後、教職員会議で審査し、学校長が決定する。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

宇都宮　彰治 元大阪市立学校園長
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

水戸井　ゆかり 大阪市　私立保育園園長
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

川上　悦子 大阪府　市立認定こども園施設長
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

萩野　寿美 大阪府　市立認定こども園施設長
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

中島　仁志 学校関係者
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

学校関係者

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回　（9月、1月）

三上　教道 学校関係者
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

吉本　春樹
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

三上　聡子 学校関係者
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

松葉　修孝 学校関係者
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）



教育実習
幼稚園教育の目標を理解し、平素学修している技能を基礎とし
て事前指導をふまえた上、4週間の教育実習に参加する。

勝山愛和幼稚園ほか

保育実習Ⅰ
保育所の0～2歳児を中心とした保育実習2週間を履修し、保育
士としての知識と技能を実践保育を通して学習する。

中振敬愛保育所ほか

保育実習Ⅰ
児童福祉施設を中心とした施設養護並びに生活支援の在り方
を2週間の施設実習を通して学習する。

しょうとく園（児童福祉施設）ほか

保育実習Ⅱ
保育実習Ⅱ又はⅢいずれか選択必修。保育実習Ⅱを選択の場
合、保育実習Ⅰで学習した保育所実習2週間を通して、乳幼児
の保育の実際を総合的に学ぶ。

大阪市立保育所ほか

保育実習Ⅲ
保育実習Ⅱ又はⅢいずれか選択必修。保育実習Ⅲを選択した
場合は、保育実践Ⅰで学習した福祉施設２週間を通して、特に
発達支援を中心にした実習を履修する。

八尾しょうとく園（児童福祉施設）ほか

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
　「教育実習」及び「保育実習Ⅰ・Ⅱ」については、免許状・資格取得に関わる関係から本校の姉妹園（幼稚園6、保育所2、児童福祉
施設2）の他に、大阪府下での公立及び私立の学校法人立・社会福祉法人立が設置する幼稚園・保育所・児童福祉施設等に実習施
設として体験学習する。
　実習時期については、春季・夏季・秋季等に分けてそれぞれの実習施設と調整し、本校と連携の上で実習受け入れの協定（承諾）
を得、実習期間中には訪問して園長（施設長・主任等）と指導の学生についての把握や実習内容がより効果的となるよう対応してい
る。
　これらの実習経験から、就職先としての選択にも影響するため多岐にわたる実習施設の確保をしている。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

本校の実習に対する目的や実習計画等から事前に実習担当者との打ち合わせえを実施し、実習日程や実習内容についても調整し
ている。実習の内容上、個人のプライバシーに触れる可能性の観点を含めて実習学生は「誓約書」に署名捺印をし、守秘義務への自
覚を促すと共に実習施設に提出している。実習オリエンテ－ションについては、事前に相談して実習担当の教員（職員）と日程・時間
などについての調整を図っている。各実習施設は、本校と長年の提携が中心であり、実習が効率的内容の構築となるように進めてお
り、また実習施設で本校の卒業生が後輩の実習指導に対応するなどしている。

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。
科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等



（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

②指導力の修得・向上のための研修等

幼稚園教員養成・保育士養成として、本校が加盟している全国幼稚園教員養成機関連合会、全国保育士養成協議会、近畿児童福祉
部会並びに各関係団体が実施する研修会や研究会及び専門分野の関係団体の学会等に専任教員を計画的に参加すると共に、諸
団体の職員との交流を図り、教員の資質向上並びに専門知識・技術の向上を図っている。

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名：大阪府私立幼稚園連盟第65回教育研究大会
期　間：令和5年2月22日〜5月19日　　対象：教職員
内　容：乳幼児の数量能力の発達について

研修名：大阪府私立幼稚園連盟第65回教育研究大会
期　間：令和5年2月22日〜5月19日　　対象：教職員
内　容：幼少期における音楽教育のあり方と実践について

研修名：大阪市幼稚園等教員研修
期　間：令和５年６月８日　　対象：教職員
内　容：保育の記録・可視化・発信の重要性について

研修名：大阪府私立幼稚園連盟第65回教育研究大会
期　間：令和5年2月22日〜5月19日　　対象：教職員
内　容：虐待の発見と対応について

研修名：大阪府私立幼稚園連盟第65回教育研究大会
期　間：令和5年2月22日〜5月19日　　対象：教職員
内　容：保育と子どものダイバーシティ（多様性）

研修名：大阪府私立幼稚園連盟第65回教育研究大会
期　間：令和5年2月22日〜5月19日　　対象：教職員
内　容：乳幼児の知覚の発達について

研修名：大阪府私立幼稚園連盟第65回教育研究大会
期　間：令和5年2月22日〜5月19日　　対象：教職員
内　容：幼児期にふさわしい読み書きの学びについて

研修名：暑さ対策セミナー（大阪府）
期　間：令和6年５月３０日　　対象：教職員
内　容：熱中症対策と応急手当、気候の変動と暑さ対策

研修名：大阪市幼稚園等教員研修
期　間：令和6年１０月２５日　　対象：教職員
内　容：幼児期の子供の防災教育

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

研修名：大阪市幼稚園等教員研修
期　間：令和6年7月２２日　　対象：教職員
内　容：幼児期の造形表現

研修名：大阪市幼稚園等教員研修
期　間：令和6年9月1日　　対象：教職員
内　容：多様な子供の思い・考えをふまえて環境構成をすること

研修名：令和５年度大阪府発達障がい児支援のための保育士・幼稚園教諭研修
期　間：令和５年８月９日　　対象：教職員
内　容：発達障がいの早期支援のための発達障がいの特性理解と子どもの行動理解に基づく支援

研修名：令和５年度幼児教育専門研修（独立行政法人教職員支援機構）
期　間：令和５年９月１１日〜９月１３日　　対象：教職員
内　容：幼児教育の現状と課題を捉えた上での諸課題についての検討・分析、組織的な幼児教育推進体制を構築するための手法等
の習得



種別

地元高校長

地元幼稚園

同窓会

保護者

学校内委員

学校内委員

学校内委員

学校内委員

学校内委員

学校内委員

令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

（７）学生の受入れ募集 学生の受け入れ募集

三上　聡子 大阪教育福祉専門学校学科長
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

三上　教道 大阪教育福祉専門学校　校長
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

吉本　春樹 大阪教育福祉専門学校
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

（１１）国際交流 なし
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況

　・学校が対外的にもアピールできる点を指摘いただき、学生への意識づけ及び募集対策等に活かすことができている。
　・授業評価の継続性と形骸化を減らすことに意見をいただき、改善に役立てることができている。
　・卒業生を含む組織的な取り組みを推進するよう進言いただき、活用していきたい。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

教育環境

（９）法令等の遵守 法令順守
（１０）社会貢献・地域貢献 社会貢献

（５）学生支援 学生支援
（６）教育環境

（８）財務 財務

（２）学校運営 学校運営
（３）教育活動 教育活動
（４）学修成果 学修成果

（１）学校関係者評価の基本方針

　各点検項目を通して、教育活動の充実を図り、保育・福祉現場のニーズに対応できる専門知識・技術の修得と教育環境の整備を行
う。又教ショック院の資質向上を図るための各研修などでへの参加と、学生への授業の取り組みの改善を図る。これらを通して学生
の就業意欲を高め充実した学校生活と卒業生への支援体制に取り組む。学校関係者評価内容をホームページで公表をする。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

URL:
公表時期：R6年6月1日

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

中島　仁志 大阪教育福祉専門学校学務部主幹
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

令和6年5月1日現在
名　前 所　　　属 任期

浦谷　正美 大阪府立高等学校元校長
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

村田　智子
認定こども園勝山愛和香里ケ丘幼稚園園長代理

補佐

石村　万寿美 大阪教育福祉専門学校同窓会会長

水尾　富栄 教育・保育科第一部

令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）
令和6年4月1日～令和7
年3月31日（1年）

西林　幸三郎 大阪教育福祉専門学校

松葉　修孝 大阪教育福祉専門学校学務部副部長
令和6年4月1日～令和8
年3月31日（2年）

（１）教育理念・目標 教育理念、目的、人材育成

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。また、評価
を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係



（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

URL:

（１０）国際連携の状況 なし

（１１）その他 なし

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（７）学生納付金・修学支援
入学金、授業料、教育充実費、実習費、行事参加費、教科書代、教材費など

（８）学校の財務 本学園のホームページに財務関係を掲載

（９）学校評価 学校関係者評価の意見を加味し、教育の資質向上に取り組む

（４）キャリア教育・実践的職業教育

キャリア教育として、入学当初のキャリアガイダンス、1年次前期からのイン
ターンシップ、2年次のキャリアデザインセミナー等の授業を通して保育力の
理解と人格形成の涵養に心がけている。また、2年次後期に教職保育実践演
習の授業では、各領域並びに保育実践などの総括的授業を展開している。

（５）様々な教育活動・教育環境
卒業前研修並びに、教福ミニフェスタ、聖徳フェスタ等の学校行事及び学外学
習（動物園・植物園・防災センター）、特別講座（メンタルヘルス講座、幼児コ
ミュニケーション講座、防犯講習、救命講習など）

（６）学生の生活支援
本校独自の特待生制度・奨学金制度
日本学生支援機構　大阪府保育士修学資金制度

（１）学校の概要、目標及び計画
昭和42年4月創立　姉妹園として幼稚園（6園）、保育所（3園）、障害児者施設
（4施設）。即戦力としての保育力を育成する。

（２）各学科等の教育
教育保育科第一部（昼間　定員150）　2年間で幼稚園教諭二種免許状・保育
士資格の両取得
卒業に必要な98単位履修

（３）教職員
教職員（16人）学科長（教授）を中心に5領域（健康・人間関係・環境・言葉・表
現）及び教職専門科目担当については保育・福祉現場の経験者を多く配置し
ている。

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情
報を提供していること。」関係

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

本校の設立母体である学校法人大阪聖徳学園は「報恩感謝」を建学の精神とし、本校の教育方針である「好かれ、役立ち、なくては
ならない保育者」を育成している。そのため、豊かな人間性と確かな力を身に付けることを目指している。
教育保育科第一部は、本校伝統のコースで良質な教育・保育を提供できる保育力を身に付けることを目指している。また、多くの卒業
生を輩出しており、幼稚園・保育所などで有為の人材として活躍している。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目
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〇 仏教と人生

幼児期における心の教育の重要性は言うまでもない。しかし、子

どもを取り巻く環境の急速な変化の中で、功利的な価値観のみが

提供されている感が否めない。仏教が永い時を経て培ってきた智

慧と慈悲の心を、具体的な事例に当てはめて検討していくことに

よって、学生の幼児教育への意識を深く豊かなものへと促してい

きたい。

2

前
30 2 〇 〇 ○

〇 日本国憲法（法学）

本講義の目標は、憲法が保障する基本的人権を理解することにあ

る。基本的人権には、中学生の髪型の自由から男女平等まで様々

な権利保障が認められている。もっとも、これらの人権は、完全

な自由や平等を保障するものではなく、学校の校則や女性だけ再

婚を制限する法律によって規制される。この法的な規制に対し

て、憲法が保障する自由は、どこまで認められるのかが最も重要

な問題となる。本講義では、憲法の人権保障と制限について、裁

判例を題材にして学ぶ。平等権や表現の自由といった各人権規定

について、毎回の授業で1つずつ裁判例を踏まえることで、社会

での憲法の役割を理解する。とりわけ、社会で起こった事例に触

れることで、憲法と法律の身近さを体感し、法学一般への興味を

もってもらいたい。

2

前
30 2 〇 〇 ○

〇 人権と保育

本講義の目標は、保育者としての人権意識を高めることにある。

保育者には、人権問題に関する正確な理解と対応策が求められ

る。現代の社会では、被差別部落出身による結婚差別や国籍によ

る子供の差別が未だに残されている。保育の現場でも、障がい児

の受け入れが問題になる。障がい児を受け入れる際に、幼稚園教

諭や保育士は、児童の成長発達と安全の確保に配慮する必要があ

る。本講義では、これらの人権問題の裁判例を取り上げ、保育現

場での対応策を考えられるように、自らの人権意識の深化や充実

を目指す。

2

後
15 1 〇 〇 ○

〇 ことばとコミュニケーション

自分のことや自分の考えを、論理的に、わかりやすく相手に伝

え、相手を納得させる文章を書くための知識を身につけ、実際に

書いていくなかで、レポートを書く力をつけていきます。

テーマが与えられたら、まずは、そのテーマについて、自分は何

を書くのか（何が書けるのか）を考え（＝「主張」を持ち）、次

に、自分の「主張」を相手に納得させるための「根拠」を考え

る、ということを通じて、自分で「考える」力をつけていきま

す。その際に、ピア・ラーニング（協働学習）を活用し、多様な

考えに触れるなかで、多様な考えを認めることや多様な考えから

自身の学びを高めていくことも学びます。「書く」ことを通じ

て、自分のことや自分の考えを他者に伝え合うこと、認め合うこ

との大切さを学びます。

1

前
30 2 〇 〇 ○

〇 情報処理演習

現代のコミュニケーションツールとして重要な位置を占めるパソ

コンを用いて、文書作成やデータ処理など情報伝達・発信方法の

基礎を学ぶ。加えて、パソコンをコミュニケーションツール、事

務処理ツールとして活用する能力を養う。特に、仕事の場で活用

できるスキルを中心に習得できるようにする。

2

前
30 2 〇 〇 ○

企

業

等

と

の

連

携

(別紙様式２）

授業科目等の概要

（教育福祉専門課程　教育保育科第一部）　令和6年度

分類

授業科目名 授業科目概要

配

当

年

次

・

学

期

授

業

時

数

単

位

数

授業方法 場所 教員
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〇 英会話

Focus - communicative, functions, practice

(この授業では、日常的なテーマに合わせて、各シチュエーション

で用いる基本単語やフレーズを確認しながら、ボキャブラリーを

総合的に学習する。文化的背景を意識・理解しながら、英語によ

るスピーキングやロールプレイイングをアクティブラーニングに

より実践する中で、基礎的なレベルでのコミュ ニケーションがで

きる英語力を身に付けていく。)

1

前
30 2 〇 〇 ○

〇 体育講義

体育は誤った知識を持って行うと疾患を悪化させるだけである。

よって、体育に対する正しい知識が重要である。学問は日進月歩

である。現在、常識とされている事が将来は非常識である可能性

がある。例えば、過去のスポーツ現場において練習中の水分補給

はパフォーマンスを低下させると信じられていたため厳禁であっ

た。しかし、現在、水分補給は常識である。各自が疑問に感じた

ことに対して即調べる習慣を身につける必要がある。

本講義では健康な人生を過ごせるように生涯使用できる知識の基

礎となる講義する。

1

後
15 1 〇 〇 ○

〇 体育実技

必要な基礎体力を養い、運動の各種の動きを実際に行うことによ

り自身の体力向上を目的とし、同時に子どもの指導に繋がる様に

体得していく。また、身体の仕組みと動きを理解し、体力のト

レーニングにもつなげていく。

1

前
30 1 〇 〇 ○

〇 幼児と健康

健康な体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養う領域

「健康」の指導の基礎となる知識、技能を身に付ける。

（乳幼児の発育発達、健康、基本的生活習慣、安全な生活等にお

いて、乳幼児期には成人と異なる特徴や意義があることを踏ま

え、その相違が指導方法にも関連していることを理解する。）

※ICTの活用、協働学習を含む。

2

前
15 1 〇 〇 ○

〇 幼児と人間関係

幼児教育の目的と領域の関係性や環境を通しての教育、そして領

域「人間関係」と他領域との関係を学ぶ。事例と理論を関係づけ

ることから、幼児期における人とのかかわりの発達をみつめ、支

え、広げ、深める保育者の役割について事例研究を通して学ぶ。

※ICTの活用、協働学習を含む。

2

前
15 1 〇 〇 ○

〇 幼児と環境

幼稚園教育要領　保育所保育指針　幼保連携型認定こども園教

育・保育要領の領域「環境」の手指に沿い、子どもの発達段階を

中心に据え、自然事象や社会事象を具体的に解説する。遊びや素

材を生かした保育活動が勧められるよう製作活動も取り入れなが

ら進めていく。

※ICTの活用、協働学習を含む。

2

前
15 1 〇 〇 ○

〇 幼児と言葉

人間にとっての言葉の意味と機能とは何かを理解するとともに、

話し言葉と書き言葉の意義と機能の違いについて理解する力を養

う。さらに、乳幼児の言葉の発達の道筋（言葉誕生以前、一語分

から2語文へ、会話の成立、思考としての言葉の出現、書き言葉

への興味）が理解でき、その時期に応じた支援のありかたについ

て、具体的な姿を通して理解を深める。乳幼児の言葉を育てる児

童文化財（絵本・物語・紙芝居等）の機能面の特徴を踏まえて、

それらを有効に活用できる実践的な力を育てる。

※ICTの活用、協働学習を含む。

1

後
15 1 〇 〇 ○
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〇 幼児と表現

領域「表現」のねらい及び内容を理解するために、子どもの表現

活動に関する発達過程を踏まえて学習します。子どもたちが感じ

たことや考えたことを自分なりに表現することや、豊かな感性や

表現する力を養うための知識、技能を身に付けます。

※ICTの活用、協働学習を含む。

2

前
15 1 〇 〇 ○

〇 保育内容「健康」指導法

幼稚園教育要領の領域「健康」のねらいと内容及び内容の取扱い

について理解し、健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を

作り出す力を養うために必要な知識・技術を身に付ける。乳幼児

期の健康に関わる生活習慣や心身の発育発達、運動発達の特徴に

ついて理解を深め、適切な指導方法を身に付ける。

2

前
15 1 〇 〇 ○

〇 保育内容「人間関係」指導法

幼児教育の目的と領域の関係性や環境を通しての教育、そして領

域「人間関係」と他領域との関係を学ぶ。事例と理論を関係づけ

ることから、幼児期における人とのかかわりの発達をみつめ、支

え、広げ、深める保育者の役割について事例研究を通して学ぶ。

※ICTの活用、協働学習を含む。

2

前
15 1 〇 〇 ○

〇 保育内容「環境」指導法

幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教

育・保育要領の領域「環境」の主旨に沿い、子どもの発達段階を

中心に据え、自然事象や社会事象を具体的に解説する。遊びや素

材を生かした保育活動を進めることができるよう製作活動も取り

入れながら進めていく。

※ICTの活用、協働学習を含む。

2

前
15 1 〇 〇 ○

〇 保育内容「言葉」指導法

幼稚園教育のねらい及び内容を理解するとともに、領域「言葉」

と他の４領域との関連について総合的にとらえる力を養う。乳幼

児の発達に応じた言葉の育ちの指導と評価の方法について、具体

例を基に話し合い、理解を深める。小学校就学前にまでに子ども

に育みたい「１０の力」と小学校教科の関連を意識し、領域「言

葉」の役割を明らかにしつつ、そのための保育実践（指導目標の

設定、全体の環境構成、具体的な教材、視聴覚機器の有効活用、

指導案の作成方法、評価の方法など）を身に付ける。実際の保育

を想定した指導案をもとに、模擬保育を行う。その事前には共同

で指導案を作成し、事後には保育記録等を基に話し合いを行い、

指導力を高める。

1

後
15 1 〇 〇 ○

〇 保育内容「表現」指導法

乳幼児の実態に応じた保育内容を展開するために、発達の特性を

踏まえた上での指導のあり方を探っていきます。表現活動が子ど

もたちにとって何をもたらすものなのかを考え、保育内容「表

現」を展開するための計画、指導、実践する力を身に付けます。

2

前
30 2 〇 〇 ○

〇 保育内容総論

・保育の基本を踏まえた保育内容を展開するために、指導計画編

成上の留意事項を把握しながら、乳幼児の生活する姿をどのよう

に捉え、保育内容を如何に展開し、また環境を構成していくか等

の具体的な事例を取り上げ、グループ討議や演習により、保育計

画や保育の実践等の手順を習得していく。

また、今後の保育内容のあり方や保育者のあり方を追及してい

く。

2

前
15 1 〇 〇 ○

〇 保育原理

保育の基本となる乳幼児の発達や特性等、子ども理解ならびに保

育の内容や方法等保育者としての役割を理解し、その専門性を高

めるための方法を学ぶ。また、保育の現状と課題について考え

る。

1

前
30 2 〇 〇 ○
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〇 保育者論

保育を取り巻く状況は日々変容を見せ、新たな保育ニーズが求め

られている。特に、人的環境としての保育者に対する期待は大き

い。この講義では、こうした社会的要請に対応するために保育者

として必要とされる知識や方法を学ぶと同時に、子どもの人権保

障や幼保一体化への対応など、新しい保育動向を視野に入れた内

容で構成されている。

1

後
30 2 〇 〇 ○

〇 教育原理

教育の意義、目的について理解する。教育の思想と歴史的変遷に

ついて学び、教育に関する基礎的な理念・思想・理論・制度につ

いて理解する。教育実践のさまざまな取り組みや、生涯学習社会

における教育の現状と課題について理解する。

1

前
30 2 〇 〇 ○

〇 教育制度論

国や自治体がどのような理念・目標を設定し、制度として公教育

を維持運営しているかを理解する(教育法・教育政策・教育制

度）。学校という組織をいかに良好に動かすか、学級集団をいか

に運営するかを理解する(学校経営、学級経営)。

2

後
30 2 〇 〇 ○

〇 発達心理学
子どもの発達を年代ごとに追っていく。

1前 30 2 〇 〇 ○

〇 特別支援教育概論

発達障害や軽度知的障害をはじめとする様々な障害や著しい発達

の遅れ、配慮が必要な家庭状況などにより特別の支援を必要とす

る乳幼児が保育に参加している楽しみを味わい、活動を通して達

成感を感じて、生きる力を身に付けていくことができるよう、乳

幼児の学び及び生活上での困難を理解し、個別の養護的・教育的

ニーズに対して、家庭や関係機関と連携しながら保育者間の協働

により適切に対応していくために必要な知識や支援方法について

学ぶ。事例検討ではアクティブラーニングとしてグループワーク

を取り入れる。

2

前
30 2 〇 〇 ○

〇 保育カリキュラム論

教育的環境のあり方が、乳幼児の心身の健全な発達を促すことな

どの知識や理解を養い、保育内容が総合的なものであることを学

ぶ。

また、保育現場において展開される乳幼児の成長発達を理解し、

発達段階に応じた環境構成・教師の援助のあり方について様々な

視点から学ぶ。教育課程の意義及び教育課程の編成と指導計画の

作成について学ぶ。

2

前
30 2 〇 〇 ○

〇 教育保育の方法と技術

教育の方法・技術に関する理論と実践について学ぶ中で、これか

らの社会を担う子どもたちに求められる資質・能力を育成するた

めに必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器及び教材の活用

に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。

2

後
30 2 〇 〇 ○

〇 幼児理解

・保育の基本を踏まえ、子ども理 ・保育の基本を踏まえ、子ども

理解（幼児理解）の意義と重要性を学ぶ。

 ・「子どもを理解する」意味とは何か。子どもが見せる姿や行

為、育ちを読み取り理解するためには、どのような視点から何を

とらえていく必要があるのか。

 　また、「子どもを理解する視点やまなざし」を深め、より確か

な「子ども理解にもとづいた援助」について、グループ討議や演

習等により理解を深め保育の方法を追及していく。

2

前
15 1 〇 〇 ○

〇 教育相談とカウンセリング

教科書や参考資料を基に、相談支援の概要や目的に対する理解を

深め、具体的な支援方法を学ぶ。また、ロールプレイなどの体験

学習をおこない、小さな変化への気づきを含めた感受性を高め、

コミュニケーション力も高める。

2

後
30 2 〇 〇 ○

〇 教育実習指導

幼稚園教育の意義と目標を理解して教育実習への意欲を高め、実

習に臨むために必要なことを学ぶ。 8 1 〇 〇 ○
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〇 教育実習

幼稚園教育の意義と目標を理解して教育実習への意欲を高め、実

習に臨むために必要なことを学ぶ。
2

後
80 4 〇 〇 ○ 〇

〇 子ども家庭福祉

少子・高齢化が進む中で、子ども（こども）や子育て家庭を取り

巻く状況の変化とともに、本来は子どもが育っていく基盤ともい

うべき家庭において課題を抱えるケースも増え、子ども家庭福祉

の推進が重要となっている。そこで、子ども家庭福祉の変遷や意

義、制度、実施体系等とともに、子どもの人権擁護について学習

し、理解する。学んだことを踏まえてアクティブラーニングを取

り入れ、事例等をグループで討議・検討・発表して学び合い、理

解を深める。

30 2 〇 〇 ○

〇 社会福祉Ⅰ

現代社会における社会福祉の意義や理念を理解し、複雑化・多様

化する福祉ニーズに対して、社会福祉制度やサービス、社会福祉

援助活動がどのように実践されているのかを学ぶ。とくに、子ど

もや子育て家庭が直面するさまざまな生活問題を社会福祉の課題

として捉えて、子どもや子育て家庭を支援することができるよ

う、相談援助の技術や利用者保護のしくみを理解する。

30 2 〇 〇 ○

〇 子ども家庭支援論

近年、本来は子ども（こども）が安全で安心して生活する場の家

庭において課題を抱えるケースが少なくないことから、保育士を

はじめとする保育者等による子育て家庭への支援が求められてい

る。そこで、子ども家庭福祉の理念や意義とともに子育て家庭へ

の支援の必要性や意義・目的、支援体制等について学習し、理解

する。学んだことを踏まえて、さまざまな実践事例を一人ひとり

で検討するだけでなく、アクティブラーニングを取り入れてグ

ループおよび全体で討議・検討してまとめて発表したり、ロール

プレイングも体験して学び合い、保育の専門性を活かした保育者

等の子育て家庭支援の知識や方法、技術について理解を深め、身

につける。

30 2 〇 〇 ○

〇 社会的養護Ⅰ

第二次大戦以後の経済の発展、それに伴う核家族化の進行、都市

人口の集中といったものが家庭・家族に大きな影響を与えてい

る。個々の家庭の業種力が弱体したことにより「社会的養護」＝

社会で養護あを支援していくことが必要となっている。この鵜よ

うな歴史的変遷を理解しながら、今日の社会的養護の意味を探

り、そこで求められる人材における学習すべきことを習得する。

30 2 〇 〇 ○

〇 子ども家庭支援の心理学

＜授業の概要＞乳幼児期から高齢期までの発達、子育てを取り巻

く社会的状況、多様な家族、特別な配慮が必要な子どもや家庭に

ついて学ぶ。また、事例やロールプレイ、ディスカッションを通

じて、子どもや家庭について理解を深め、具体的な支援方法につ

いて学ぶ。

30 2 〇 〇 ### ###

〇 子どもの保健

この授業では、子どもの身体的ならびに精神的発達を理解し、安

心安全な保育環境を保つための予防方法や、子どもがかかりやす

い疾患について理解します。

保育における組織での取り組みや連携および母子保健対策につい

て学びます。

30 2 〇 〇 ○

〇 子どもの健康と安全

子どもの健康を守るための安全対策について理解し、保育環境の

衛生管理や傷害などの予防、対策について理解する。

母子保健・地域保険について学ぶ。
15 1 〇 〇 ○
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〇 子どもの食と栄養

子どもの発育・発達過程における食生活と栄養の特性について学

ぶ。また自らの食への意識や食生活を省み、適切な食習慣を実践

する力を身につける。

学んだ知識を保育の実践活動に活かし、具体的な食生活支援およ

び食育の場で活用できる力を養う。特別な配慮を要する子どもの

食と栄養について理解を深める。

30 2 〇 〇 ○

〇 乳児保育Ⅰ

新生児～二歳児の発育や機能及び、乳児の成長発達の特徴や課題

を理解し、未満児保育の目標とねらい及び、保育内容における実

践等の知識や技術を習得する。
30 2 〇 〇 ○

〇 乳児保育Ⅱ

新生児～二歳児の成長発育や課題を理解し、乳児保育の目標とね

らい及び、保育内容における実践等の知識や技術を習得する。

また、乳児の発達過程における玩具の提供の大切さを考え、感

覚・情緒・社会性及び子育て支援等の保育の実践からその対処を

学ぶ。

15 1 〇 〇 ○

〇 社会的養護Ⅱ

社会的養護の状態にある子ども及び家族の状況を理解する。子ど

も自身の発達。家族・社会との関係を理解する。

　子どもの真の自立とは何かを理解する。
15 1 〇 〇 ○

〇 子育て支援

近年、子育てに悩み、困難さを抱える保護者や子育て家庭も少な

くない状況にあることから、保育士をはじめとする保育者による

子育て支援が求められている。そこで、保育者による子育て支援

の特性と展開について学習し、学んだことを踏

まえて、さまざまな実践事例について一人ひとりやグループ、全

体で討議・検討し、まとめ、発表する。さらには、ロールプレイ

ングを通して必要とされる支援内容、方法、技術について身につ

ける。（グループワークやロールプレイング、プレゼンテーショ

ン等のアクティブ・ラーニングを取り入れた授業であり、積極的

な姿勢で授業に臨むことが求められる。）

15 1 〇 〇 ○

〇 保育実習指導Ⅰ

保育士の資格を取得するための必修科目である。保育実習の目

的、内容、方法を理解し、実習生として必要な知識・技術を習得

し、実習に対する意欲を高める。事前指導においては、実習にお

ける学びを有意義なものとするために、保育所、施設実習の意

義・目的を理解するとともに、実習の内容を理解し、自らの課題

を明確にする。また、観察や記録の仕方、内容などについても学

習する。事前事後指導においては、実習の総括と自己評価を行

い、新たな課題や学習目標を明確にする。

【施設実習】

　保育実習（施設）の目的、内容、方法を理解し、実習に必要な

知識や技能を身につける。

　施設実習を振り返ることを通して、自己課題を明確化し、学び

を定着させる。

　実習での経験と学内での学びを統合させる。

30 2 〇 〇 ○
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〇 保育実習 I

「保育実習Ⅰ」については、保育実習の目的や内容及び実習の流

れについて理解し、記録や提出書類の書き方や教材研究の実際を

授業の中で学ぶ。具体的には、内容的として導入段階は見学（観

察）参加を中心に、基礎段階は短時間の指導実習の経験を身につ

け、そのために、実習前からの準備や事務手順、実習園を訪問し

オリエンテ－ションで確認事項及び、準備物や実習生としての心

得を学ぶ。また、実習終了後は、実習園で実践してきた内容の発

表とまとめを行い、保育者の役割と重要性を認識するとともに、

保育者に必要な知識や技能をさらに深める。

「施設実習」(２単位)については、入所児童の人権やプライバ

シーの保護と守秘義務について学ぶ。実習後は、事後指導として

実習の振り返りの中で、自身の気付きや子どもたちの施設での課

題などグループ討議を行い、福祉施設の現状を理解する。

160 4 〇 〇 ○ 〇

〇 保育実習指導Ⅱ
保育実習Ⅰをもとに、保育所実習のより高次の課題等を学ぶ。

15 1 〇 〇 ○

〇 保育実習指導Ⅲ

「保育実習Ⅲ（施設実習２単位）」は、保育実習Ⅰの福祉施設実

習の経験を基にして、発達障がい施設等の実習を中心に利用され

ている方の処遇や援助の方法並びに、記録の取り方などを学習し

福祉の課題を考える。

【「保育実習指導Ⅱ」又は、「保育実習指導Ⅲ」の何れかを選択

して履修する。】

15 1 〇 〇 ○ 〇

〇 保育実習Ⅱ

「保育実習Ⅱ（保育実習２単位）」は、保育実習Ⅰを基礎にして

その内容を深化させ、原則的に保育所の３歳児以上の幼児を対象

とした保育指導計画を立て実際に保育体験を積み、また保育士の

職務と役割や保護者対応などを学ぶ。

2

後
80 2 〇 〇 ○ 〇

〇 保育実習Ⅲ

「保育実習Ⅲ（施設実習２単位）」は、保育実習Ⅰの福祉施設実

習の経験を基にして、発達障がい施設等の実習を中心に利用され

ている方の処遇や援助の方法並びに、記録の取り方などを実践を

通して学習し福祉の課題を考える。

2

後
80 2 〇 〇 ○ 〇

〇 教職・保育実践演習(幼)

受講生個々の履修記録（カルテ）より把握された学習内容の理解

度等を踏まえた内容で授業を行う。補うべき知識や技能について

の関係教科・教職担当教員による講義、グループ討議、模擬保育

等を行う。

30 2 〇 〇 ○

〇 音楽の基礎

子どもの音楽表現活動を支えるために必要な音楽の基礎的な知識

を学び、技能を習得します。具体的には楽譜を正確に読むために

楽典を理解し、ソルフェージュの演習課題を通してリズム感と音

程感を養います。また、子どもの歌の弾き歌いや合唱を通して

ハーモニーの美しさを感じ、お互いが協力することの大切さを学

び、音が重なり合う美しさを体感することで、子どもたちに伝え

るための表現力を身に付ける。理論と実践を交えながら授業を進

めていきますので、授業を受講する準備として、予習と復習を効

率的に取り入れて保育者として必要な音楽の知識と技能を習得す

ることを目指します。

1

通
60 2 〇 〇 ○

〇 ピアノ演奏

保育の現場で必要なピアノ演奏のための技術を段階的に習得す

る。

段階的に習得したピアノ演奏技術を駆使して弾き歌いのレパート

リーを増やし、弾く力と歌唱力を高める。

90 4 〇 〇 ○
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〇 音楽表現演習

子どもの音楽表現活動を支えるために学んできた音楽の基礎的な

知識や技能を保育の現場での音楽遊びへ発展させていく方法を習

得します。様々な表現の基礎的な知識・技能を学ぶことを通し

て、子どもの表現を支えるための感性を豊かにし、保育の現場で

求められる表現の知識と技能を応用させて、実践できることを目

指します。また音楽活動においてその準備と指導ができるように

なることを目指します。

2

後
30 1 〇 〇 ○

〇 絵画造形の基礎

折り紙やパス、水絵の具等の身近な材料用具で造形的な遊びを通

して、保育者自らが造形活動を楽しみ、幼児の発達と造形表現の

関わりについて理解を深めながら造形表現に必要な知識と技能を

身につける。

1

前
30 1 〇 〇 ○

〇 身体表現の基礎

ダンスを通じて身体表現の基礎を学び、保育現場でダンスや遊び

など「身体表現」を創作できる力を育てる。
1

前
30 1 〇 〇 ○

〇 製作あそび演習

製作遊びするを活動を通して、身近な材料や用具の扱い方に十分

に慣れるとともに、手や体全体の感覚などを働かせ、活動を工夫

させる。

小学校の「造形遊び」につながるように多種多様な材料、用具を

使い、楽しみながら活動させる。

1

後
30 1 〇 〇 ○

〇 体育あそび演習

保育時間に行われる体育指導の実施及びねらいを十分に理解し、

スムーズな授業を行うために必要な技術を習得し、実践で行える

よう身についける。

1

前
30 1 〇 〇 ○

〇 特修Ⅰ（幼児体育演習）

子どもたちの、発育発達状況を考慮し、各年齢に応じた運動遊び

(ボール・フラフープ・マット・跳び箱・サーキット・ごっこ遊び

など)を紹介し、実践する。

　また、幼児体育の補助方法も学生同士で実際に実践し様子を感

じ取る。

1

後
30 1 〇 〇 ○

〇 特修Ⅱ（保育音楽演習）

幼児の音楽活動より器楽合奏、リトミックを主に取り上げ、子ど

もの音楽的な能力、身体表現能力、協調性の育成について多方面

から研究する。

2

通
60 2 〇 〇 ○

〇 特修Ⅱ（絵画造形演習）

幼稚園教育要領、保育所保育指針が示す領域「表現」のねらいと

内容について理解させ、子どもの成長発達と造形活動の関わりに

ついて学び、保育、教育の現場で役立つ実践力を身につけること

をめざす。具体的には、今まで身につけてきた造形能力を生か

し、造形に関する授業の応用として創作絵本を製作する。又、発

展課題としてグループで話し合いや役割分担をして、協力して紙

芝居、マリオネットの制作に取り組む（アクティブラーニン

グ）。また、OHCなどの視聴覚機器を活用した模擬保育案作成し

発表することができる。

2

通
60 2 〇 〇 ○

〇 特修Ⅱ（幼児体育・スポーツ演習）

ジュニアスポーツの指導を行うための技術、知識の習得を行い健

康領域から心身の健康を培う、運動の指導方法を学習し、実際に

子ども達とふれあいながら子どもの行動観察を行う。また、指導

案の作成、用具の取扱い、指導法、補助法の学習を行い、子ども

の発育発達を理解し、健康・安全などの生活に必要な習慣や態度

を運動あそびを通して理解する。

2

通
60 2 〇 〇 ○
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〇 インターンシップ

インターンシップは、より実践的な応用力並びに創造力を備えた

職業人の養成を目標とする本校独自の科目です。

日常の保育活動や年間を通じての様々な園行事などにインターン

シップ（職業体験）として参加し、興味・関心・意欲の向上、問

題発見や問題解決能力の育成、保育実践のための思考や理解の基

盤づくり、知識の総合化と実践化、望ましい人間関係を築く態度

の形成、豊かな人間性や価値観の向上の形成に取組み、教育実

習・保育実習などで培われる子ども理解の感覚を子どもたちとの

自然な関りの中でより研ぎ澄まされたものにしていきます。

30 1 〇 〇 ○ 〇

〇 レクリエーション活動

レクリエーションの意味と必要性を認識し、技術・指導のポイン

トを認識する。コーディネーション能力の向上・身体を動かす楽

しさを味わう。不安要素を軽減、運動不足の解消、仲間づくり、

体力づくりに努める。

1

後
15 1 〇 〇 ○

〇 地域福祉

①「地域」とは・地域福祉とは？

②地域福祉の法的根拠と必要性

③地域福祉とボランティア

④地域と虐待・いじめ問題

⑤社会福祉協議会の役割

⑥地域福祉の財源と共同募金

⑦地域福祉と相談員などとの関わり

⑧地域福祉と人々の権利

⑨協同組合と地域福祉の関係

2

後
30 2 〇 〇 ○

〇 介護概論Ⅰ

『介護』は狭義の意味としては１対１で行う援助の中で、その専

門的な知識・技術を用いて展開される。しかし、広義の意味で捉

えると、日本のみならず世界中で課題となる大きな社会問題とし

て捉えることができる。この介護概論Ⅰでは、『介護』を広義の

意味で捉えながら、日本における介護とは人々にどのように伝わ

り、そしてどのようなことが現場で行われているのかを理解する

とともに、一つひとつの課題に対して参加する学生たちに考えて

もらい、将来訪れるであろう『介護』に対する意識を高めるとと

もに、一般的な介護知識を身につける。

1

後
30 2 〇 〇 ○

〇 特別教育活動

学生としての教養を高め、望ましい人格の形成に資するために次

のような特別教育活動を行う。

①学校の指定する施設等における課外授業「動物園見学」、「植

物園・博物館見学」、「市立科学館」、「水族館」及び課外授業

をもとに保育活動の計画

②学校の諸行事

2

後
30 1 〇 〇 ○

科目

　（留意事項）

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の併用により行う場合については、

　主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

卒業要件及び履修方法 授業期間等

98単位（1,973時間)を免許・資格取得に係る単位(時間)を履修しなければならない.
１学年の学期区分 　前・後期

１学期の授業期間 　　15週

合計 単位時間　98単位（1,973時間)


